日事連発第１０１号
平成２５年８月２２日
単位会　会 長　殿

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
会　長　三栖邦博
「建築士定期講習」（法定講習）の未受講者に対する懲戒処分について

　平素におきましては本会活動に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　標記の建築士定期講習につきましては、かねてより国土交通省及び都道府県等より、未受講者に対する警告がなされてきたところです。

　この度、国土交通省住宅局建築指導課から本会に対し、別紙のとおり未受講者に対する具体的な処分内容等について連絡がありました。本会では、既に８月２１日付けでこの内容をホームページに掲載するとともに、今後、会誌等にも掲載して注意喚起を図っていく予定です。
　貴会におかれましては、傘下会員事務所が未受講により処分対象となることのないよう、本件注意喚起の内容につきまして、会員への周知方にご協力下さいますようお願い申し上げます。
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